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条

例

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
九
号

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
七
年
九
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中

｢

百
分
の
百
七
十｣

を

｢

百
分
の
百
七
十
五｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
号
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青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
八
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
七
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

百
分
の
百
七
十｣

を

｢

百
分
の
百
七
十
五｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
一
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中

｢

三
十
万
七
千
九
百
円｣

を

｢

三
十
万
六
千
九
百
円｣
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

五
万
二
百
円｣

を

｢

五
万
円｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
三
項
中

｢

一
万
三
千
五
百
円｣

を

｢

一
万
三
千
円｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中

｢

加
算
し
た
額
に｣

の
下
に

｢

、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は｣
を
、

｢

百
分
の
九
十)

｣

の
下
に

｢

、
十
二
月
に
支
給
す
る
場

合
に
お
い
て
は
百
分
の
七
十
五

(

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
九
十
五)

｣

を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

｢
勤
勉
手
当
基
礎
額
に｣

の
下
に

｢

、
六
月
に
支
給
す
る
場
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合
に
お
い
て
は｣

を
、

｢

百
分
の
四
十
五)

｣

の
下
に

｢

、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
四
十

(

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十)

｣

を
加
え

る
。第

十
九
条
の
五
第
二
項
中｢

百
分
の
百
七
十｣

を｢

百
分
の
百
七
十
五｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
七
十｣

を｢

百
分
の
百
七
十
五｣

に
、｢

百
分
の
九
十
五｣

を

｢

百
分
の
百｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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M DHHIGGG DOFIHGG FDKIGGG FHHINGG FOMIDGG MFNIOGG MLHIDGG

H DNGIOGG DOOIOGG FFLIJGG FNFIKGG FKFINGG MMNIOGG MJNILGG

N DNJIHGG DKNINGG FMHIOGG FLDIHGG MGFIFGG MHNIJGG MOLIKGG

L DLNIGGG FGDIKGG FHMIGGG FLKIOGG MDDIOGG MNNIMGG MKOIHGG

J DJFILGG FGOINGG FNDIMGG FJOIHGG MFDINGG MLHIOGG HDGIGGG

O DJOIJGG FDHIKGG FNKILGG FOJIGGG MMDIGGG MJHIFGG HFDILGG

K DOHIOGG FFDIJGG FLJIKGG FKNIJGG MHGIHGG MOMIJGG HMFIJGG

DG DKGIDGG FFKIGGG FJLIFGG MGHIHGG MHKINGG MKMIFGG HHFIJGG

DD DKNINGG FMNIKGG FOHIHGG MDFIKGG MNOILGG HGFILGG HNFIFGG

DF FGGILGG FHFILGG FKFIMGG MFDIDGG MLJIGGG HDDIFGG HLGIDGG

DM FGNINGG FHKIGGG MGGIFGG MFOIOGG MJNINGG HDKIMGG HLLIMGG

DH FDGIMGG FNNIHGG MGJIKGG MMLIHGG MOMIFGG HFNIMGG HJFIJGG

DN FDHIJGG FLGIKGG MDNIDGG MHMINGG MOKIMGG HMDIGGG HJKIMGG

DL FDKIDGG FLLIMGG MFFIDGG MHKIMGG MKNIGGG HMHIKGG HOMIHGG

DJ FFMIFGG FJDIMGG MFOINGG MNHIMGG MKKILGG HMOINGG HOJINGG

DO FFJIHGG FJLIHGG MMHINGG MNOIKGG HGHIDGG HHFIHGG

DK FMGIOGG FOGIOGG MMOIHGG MLFIMGG HGJIKGG HHLIGGG

FG FMMIJGG FONIFGG MHFIHGG MLNIOGG HDDIFGG HHKILGG

FD FMLIJGG FOOIHGG MHNIJGG MLKIGGG HDHIJGG

FF FMKIGGG FKGIKGG MHOIHGG MJDIOGG HDOIDGG

FM FHGIJGG FKMIFGG MNDIGGG MJHILGG HFDINGG

FH FKHIOGG MNMIMGG MJLIKGG

FN FKLILGG MNNILGG MJKIFGG

FL FKOIMGG MNJILGG MODIJGG

FJ MGGIFGG MNKIJGG MOHIMGG

FO MGDIKGG MLDIOGG

FK MLHIGGG

MG MLLIFGG

?@
.!
"

DOJIOGG FDHIOGG FNFILGG FLKIKGG MGGIGGG MMJIJGG MJMIDGG
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= = = = = = =
> ? ? @@AB@AA @C@BDAA @EFBDAA FAGBHAA FC@BAAA

@ >D>BDAA >EHBFAA @@EB>AA @CGBEAA @H>BGAA F>GB>AA FDFBCAA

F >DEB>AA >HIBEAA @FCBGAA @DEBAAA @GABCAA F@GB>AA FIDBAAA

C >I@BGAA >GIBAAA @C@B>AA @ICBCAA @GHBEAA FFGBFAA FEIBCAA

D >IGB>AA @A>BIAA @CGBFAA @E>BGAA FAEBFAA FCGBFAA FHHBAAA

I >EEB@AA @AEBDAA @DIBIAA @EGBIAA F>DBGAA FDGBAAA FGGBHAA

E >HDBIAA @>FBCAA @IFBHAA @HEBFAA F@CB>AA FIHBDAA C>>BGAA

H >GCBFAA @@ABAAA @E>B>AA @GDB>AA FF@BCAA FEEBHAA C@FB@AA

G >GGBCAA @@IBGAA @EHBCAA FAFBAAA FCABAAA FHEBDAA CFCB@AA

>A @ACBIAA @FCBIAA @HIBAAA F>>BAAA FCEBCAA FGEBFAA CCCBEAA

>> @AGBGAA @C>BHAA @GFBDAA F>HBIAA FDCBGAA CAEB>AA CDDBAAA

>@ @>DBFAA @CGBAAA FA>BAAA F@IB>AA FI@B@AA C>IBFAA CIFBGAA

>F @@ABGAA @DIBFAA FAHBFAA FFFB@AA FIGBEAA C@CBEAA CE>BEAA

>C @@IBEAA @IFBDAA F>DBFAA FCABAAA FEIBGAA CFFBFAA CEGBCAA

>D @F@BIAA @EABEAA F@@B>AA FCIBHAA FHCBCAA CC>BDAA CHEB>AA

>I @FHBFAA @EEBGAA F@HBDAA FDFBFAA FG>BCAA CCGB@AA CGCBAAA

>E @CFBGAA @HDB@AA FFCBHAA FDGBIAA FGHBAAA CDIBHAA CGHBEAA

>H @CGBCAA @G@BFAA FCABEAA FIDBHAA CAFBGAA CICBDAA DA@BGAA

>G @DDB@AA @GGB>AA FCIBDAA FE>BHAA CAHBIAA CE>BCAA DAIBEAA

@A @IABDAA FAIBAAA FD@BFAA FEEB@AA C>@BIAA CEIBAAA

@> @IDBDAA F>@BHAA FDHBAAA FH@BDAA C>IBHAA CHABAAA

@@ @EABDAA F>HBHAA FIFBDAA FHEBCAA C@ABIAA CHFBDAA

@F @ECBEAA F@CBIAA FIHBIAA FG>BFAA C@FBGAA

@C @EGB>AA FFABCAA FEFBCAA FGCBIAA C@IBCAA

@D @HFB>AA FFDBHAA FEEBCAA FGEBEAA

@I @HEB@AA FFGBEAA FHABEAA CAABGAA

@E @GABEAA FCFBAAA FHFBEAA CAFBHAA

@H @GFBHAA FCDBGAA FHIBDAA CAIB@AA

@G @GIB@AA FCHBIAA FHGBFAA

FA @GHBFAA FDABEAA FG@BAAA

F> FAAB>AA FD@BEAA FGCBFAA

F@ FA@BAAA FDCBIAA

FF FAFBGAA FDIBDAA

FC FADBHAA FDHBIAA

FD FAEBEAA FIABEAA

FI FAGBIAA FI@BGAA

FE F>>BCAA FIDB@AA

FH F>FBDAA FIEBCAA

FG F>DBCAA

CA F>EBCAA

C> F>GB@AA

9:
(�
�

@FCBDAA @IEB>AA @ECB>AA @HDBCAA FAHBAAA FCGBAAA FEGB@AA



(

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

(
平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
六
条
第
二
項
中

｢

百
分
の
百
七
十｣

を

｢

百
分
の
百
七
十
五｣

に
改
め
る
。

(

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中

｢

百
分
の
百
七
十｣

を

｢

百
分
の
百
七
十
五｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)
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１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

最
高
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
の
切
替
え
等)

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

の
前
日
に
お
い
て
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
職
員
の
施
行
日
に
お
け
る
給
料

月
額
及
び
こ
れ
を
受
け
る
期
間
に
通
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

(

施
行
日
前
の
異
動
者
の
号
給
等
の
調
整)

３

施
行
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
及
び
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
の
施
行
日
に
お
け
る
号
給
又
は
給
料
月
額
及
び
こ
れ
ら
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
施
行
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
人

事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

職
員
が
受
け
て
い
た
号
給
等
の
基
礎)

４

前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
職
員
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
又
は
給
料
月
額
は
、
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
又
は
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
二
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
百
七
十
一
号)

附
則
第
五

項
及
び
こ
れ
ら
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

平
成
十
七
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置)

５

平
成
十
七
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
又
は
期
末
特
別
手
当

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

期
末
手
当
等｣

と
い
う
。)

の
額
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
九
条
第
二
項

(

同
条
第
三
項
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
九
条
の
五
第
二
項

(

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
若
し
く
は
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
七
項
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に

― ―19



関
す
る
条
例

(

昭
和
六
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

第
四
条
第
一
項
又
は
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六

十
九
号)

第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
期
末
手
当
等
の
額

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

基
準
額｣

と
い
う
。)

か
ら
次
に
掲
げ
る
額

の
合
計
額(

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

調
整
額｣

と
い
う
。)

に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
調
整
額
が
基
準
額
以
上
と
な
る
と
き
は
、
期
末
手
当
等
は
、
支
給
し
な
い
。

一

平
成
十
七
年
四
月
一
日

(

同
月
二
日
か
ら
施
行
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者

(

同
月
一
日
に
在
職
し
て
い
た
職
員
で
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日

(

当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日)

)

に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
、
管
理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
調
整
手
当
、
住
居
手
当
、
単
身
赴
任
手
当

(

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

以
下

｢

給
与
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
を
除
く
。)

、
特
地
勤
務
手
当

(

給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る

手
当
を
含
む
。)

及
び
へ
き
地
手
当

(

給
与
条
例
第
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。)

並
び
に
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
の
特
例
に
関
す
る

条
例

(

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
九
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
職
調
整
額
の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の
〇
・
三
六
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
八

(

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
在
職
し
な
か
っ
た
期
間
、
給
料
を
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
期
間
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

期
間
が
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
八
か
ら
当
該
期
間
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
数
を
減
じ
た
数)

を
乗
じ
て
得
た
額

二

平
成
十
七
年
六
月
に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
合
計
額
又
は
期
末
特
別
手
当
の
額
に
百
分
の
〇
・
三
六
を
乗
じ
て
得
た
額

６

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
三
号)

の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
も
の
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

｢

次
に
掲
げ
る
額｣

と
あ
る
の
は

｢

次
に
掲
げ
る
額
及
び
青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す

る
条
例

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
三
号)

の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
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め
る
額｣

と
、

｢

第
一
号
に
掲
げ
る
額｣

と
あ
る
の
は

｢

第
一
号
に
掲
げ
る
額
及
び
当
該
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
の
合
計
額｣

と
す
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任)

７

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

青
森
県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
二
号

青
森
県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
支
給
条
例

(

昭
和
三
十
一
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

百
分
の
百
七
十｣

を

｢

百
分
の
百
七
十
五｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

― ―21



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成17年11月30日 水曜日 号外第97号 22


